
 1

ク
ボ
タ
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

株
式
会
社
ク
ボ
タ
は
、
二
〇
〇
五
年
六
月
二
十
九
日
、
同
社
従
業
員
や
退
職
者
、
関
係
業
者
等
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
原
因
の
患

者
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
、
並
び
に
兵
庫
県
尼
崎
市
の
旧
神
崎
工
場
の
周
辺
で
中
皮
腫
を
発
症
し
た
一
般
住
民
へ
の
見
舞
金
の

支
払
を
決
め
た
こ
と
を
発
表
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
各
地
で
ア
ス
ベ
ス
ト
関
連
企
業
の
従
業
員
や
家
族
、
工
場
周
辺
の

住
民
に
お
け
る
健
康
被
害
が
次
々
と
表
面
化
し
た
。
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
が
そ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
深
刻
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
、
政
府
は
緊
急
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の
根
本
的
な
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

こ
の
問
題
は
ク
ボ
タ･

シ
ョ
ッ
ク
と
も
呼
ば
れ
、
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
石
綿
被
害
救
済

法
」
と
い
う
。）
が
制
定
さ
れ
、
被
害
者
救
済
の
ほ
か
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
全
面
禁
止
、
建
築
物
内
の
ば
く
露
防
止
対
策
等
、
様
々

な
面
で
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。 

ク
ボ
タ
・
シ
ョ
ッ
ク
で
は
、
環
境
ば
く
露
に
よ
る
一
般
市
民
多
数
へ
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ

は
国
際
的
に
見
て
も
同
種
の
事
例
は
極
め
て
少
な
く
、
日
本
の
行
政
と
企
業
が
百
年
以
上
に
わ
た
り
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
を
積
極

的
に
推
進
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
被
害
の
顕
在
化
は
今
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
続
く
と
も
言
わ
れ
、
事
態
は
非
常
に
深
刻
で

あ
る
。
だ
が
、
被
害
実
態
の
調
査
は
一
部
の
地
域
で
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
輸
入
あ
る
い
は
製
造
、
販
売
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し
て
き
た
企
業
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
実
態
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
公
表
は
非
常
に
不
十
分
で
あ
り
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
の

原
因
究
明
に
は
程
遠
い
。さ
ら
に
、政
府
が
行
っ
た
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
つ
い
て
の
検
証
も
、ク
ボ
タ･

シ
ョ
ッ
ク
の
発
生
後
に
、

各
省
で
取
り
ま
と
め
た
調
査
報
告
が
あ
る
の
み
で
、
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
の
精
密
な
検
証
と
情
報

公
開
は
、有
害
物
質
に
よ
る
同
種
の
被
害
発
生
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、一
層
の
取
組
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

以
上
の
観
点
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
な
お
、
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
章

で
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
答
弁
期
日
を
延
期
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
、
正
確
か
つ
丁
寧
な
答
弁
を
期
さ
れ
た
い
。 

一 

ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
へ
の
対
策
費
に
つ
い
て 

１ 

二
〇
〇
五
年
度
補
正
予
算
並
び
に
二
〇
〇
六
年
度
予
算
の
う
ち
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
へ
の
対
策
に
用
い
ら
れ
た
予
算
額

及
び
そ
の
省
庁
別
・
対
策
別
の
内
訳
、
内
訳
ご
と
の
成
果
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

２ 

二
〇
〇
七
年
度
予
算
の
う
ち
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
へ
の
対
策
に
用
い
ら
れ
る
予
算
額
及
び
そ
の
省
庁
別
・
対
策
別
の
内

訳
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

３ 

政
府
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
へ
の
対
策
に
つ
い
て
、
予
算
額
に
見
合
う
十
分
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
考
え
る
か
。
根

拠
を
具
体
的
に
示
し
た
上
で
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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二 

石
綿
被
害
救
済
法
に
定
め
る
石
綿
健
康
被
害
救
済
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て 

１ 
基
金
に
つ
い
て
、「
政
府
か
ら
交
付
さ
れ
た
資
金
」、「
地
方
公
共
団
体
か
ら
拠
出
さ
れ
た
資
金
」、「
船
舶
所
有
者
か
ら
徴

収
し
た
一
般
拠
出
金
」、「
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
交
付
さ
れ
た
金
額
」、「
当
該
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
」、「
そ

の
他
の
収
入
金
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。
二
〇
〇
五
年
度
分
、
二
〇
〇
六
年
度
分
、
二
〇
〇
七
年
度
分
を
そ
れ
ぞ
れ

示
さ
れ
た
い
。 

２ 

基
金
の
業
務
費
用
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）
が
行
う
「
業
務
の
事

務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
」
は
、
い
く
ら
か
。
二
〇
〇
五
年
度
分
、
二
〇
〇
六
年
度
分
、
二
〇
〇
七
年

度
分
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

３ 

石
綿
被
害
救
済
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
定
め
た
以
外
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
の
対
策
と
し
て
、
政
府
は
機
構
に
対
し

て
支
出
し
て
い
る
か
。
支
出
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
額
及
び
目
的
、
使
途
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
度
分
、
二
〇
〇
六

年
度
分
、
二
〇
〇
七
年
度
分
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

４ 

機
構
の
二
〇
〇
五
年
度
決
算
報
告
書
に
よ
る
と
、
石
綿
健
康
被
害
救
済
業
務
勘
定
の
う
ち
「
業
務
経
費
（
石
綿
健
康
被

害
救
済
業
務
経
費
）」
は
一
億
五
千
三
十
二
万
千
四
百
五
十
六
円
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
内
訳
は
「
広
報
等
に
係
る
経
費
（
印
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刷
、
送
料
等
）」、「
本
部
増
床
及
び
支
部
事
業
所
借
上
の
た
め
の
敷
金
」、「
シ
ス
テ
ム
開
発
等
に
係
る
業
務
委
託
費
」、「
事

務
所
執
務
環
境
の
整
備
（
机
、
椅
子
等
）
に
係
る
経
費
」、「
事
務
所
借
上
等
の
賃
借
料
」、「
人
件
費
等
」、「
そ
の
他
経
費
」

で
あ
っ
た
と
聞
く
が
、
よ
り
詳
細
な
使
途
と
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

５ 

二
〇
〇
六
年
度
の
機
構
の
業
務
経
費
（
石
綿
健
康
被
害
救
済
業
務
経
費
）
に
つ
い
て
、
前
項
と
同
様
に
詳
細
な
使
途
及

び
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

６ 

機
構
の
業
務
経
費
に
つ
い
て
、
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
業
務
へ
と
見
直
し
を
行
い
、
業
務
経
費
を
削
減
し
て
「
救

済
給
付
の
支
給
に
要
す
る
費
用
」
を
増
や
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

基
金
の
事
業
主
負
担
制
度
に
つ
い
て 

１ 

ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
は
汚
染
者
負
担
の
原
則
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。 

２ 

石
綿
被
害
救
済
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
別
事
業
主
と
特
別
拠
出
金
に
つ
い
て
、
政
府
の
「
石

綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
係
る
事
業
主
負
担
に
関
す
る
検
討
会
」は
、「
特
別
事
業
主
の
名
称
及
び
特
別
拠
出
金
の
額

に
つ
い
て
は
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
特
別
事
業
主
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
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そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
公
開
し
な
い
こ
と
が
適
当
」
と
し
て
い
る
が
、「
特
別
事
業
主
の
名
称
及
び
特
別
拠
出
金
の
額
」

の
公
開
に
よ
っ
て
「
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」、「
当
該
特
別
事
業
主
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
」

と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

３ 

「
特
別
事
業
主
の
名
称
及
び
特
別
拠
出
金
の
額
」
を
公
開
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
特
別
事
業
主
側
か
ら
求
め
が
あ
っ

た
の
か
。
求
め
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
公
開
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
特
別
事
業
主
側
の
理
由
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

４ 

私
企
業
で
あ
る
特
別
事
業
主
の
発
生
さ
せ
た
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の
救
済
に
多
額
の
公
費
を
支
出
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
当
該
特
別
事
業
主
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
」
が
「
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
程
度
で

「
特
別
事
業
主
の
名
称
及
び
特
別
拠
出
金
の
額
」
を
公
開
し
な
い
こ
と
は
、
合
理
性
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

５ 

特
別
事
業
主
の
数
及
び
名
称
、
拠
出
総
額
、
特
別
事
業
主
ご
と
の
特
別
拠
出
金
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

６ 

政
府
の
「
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
に
よ
る
会
合
」
資
料
等
に
よ
る
と
、
基
金
に
お
け
る
二
〇
一
〇
年
ま

で
の
累
計
の
見
込
額
は
約
七
百
五
十
七
億
円
で
あ
り
、
割
合
別
に
見
る
と
、
救
済
基
金
の
負
担
割
合
は
、
国
が
約
五
十
六
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パ
ー
セ
ン
ト
、
地
方
公
共
団
体
が
約
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
事
業
主
が
約
三
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、

特
別
事
業
主
に
限
っ
て
見
る
と
、
特
別
拠
出
金
の
累
計
の
見
込
額
は
約
十
三
・
五
億
円
で
あ
り
、
割
合
で
は
約
一
・
八
パ

ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。よ
っ
て
、ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
つ
い
て
直
接
的
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
特
別
事
業
主
の
負
担
が
、

極
端
に
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

７ 

汚
染
者
負
担
の
原
則
か
ら
す
る
と
、
政
府
は
特
別
事
業
主
に
対
し
て
一
層
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
求
め
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
求
め
な
い
の
か
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

ア
ス
ベ
ス
ト
と
損
害
保
険
の
関
係
に
つ
い
て 

１ 

山
崎
穰
一
金
融
庁
総
務
企
画
局
参
事
官
は
、
二
〇
〇
六
年
二
月
三
日
の
参
議
院
環
境
委
員
会
に
お
い
て
、
損
害
保
険
会

社
の
ア
ス
ベ
ス
ト
免
責
に
つ
い
て
「
主
要
な
保
険
会
社
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
し
た
と
答
弁
し
て
い
る
。
こ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に

つ
い
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
象
の
損
害
保
険
会
社
の
名
称
並
び
に
質
問
事
項
、
回
答
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
示
さ
れ
た

い
。 

２ 

日
本
国
内
で
営
業
し
て
い
る
損
害
保
険
会
社
に
、
現
在
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
損
害
の
引
受
け
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

は
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
仮
に
、
政
府
が
こ
の
こ
と
を
把
握
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
把
握
す
る
べ
き
で
は
な
い
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か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

３ 
日
本
国
内
で
営
業
し
て
い
る
損
害
保
険
会
社
に
、
過
去
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
損
害
の
引
受
け
を
行
っ
て
い
て
、
現
在

は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
損
害
を
不
担
保
特
約
条
項
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
仮
に
、

政
府
が
こ
の
こ
と
を
把
握
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
把
握
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

４ 

前
記
の
損
害
保
険
会
社
に
つ
い
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
損
害
を
不
担
保
特
約
条
項
に
入
れ
た
年
月
日
及
び
そ
の
理
由

を
会
社
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。
仮
に
、
政
府
が
こ
の
こ
と
を
把
握
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
把
握
す
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

５ 

企
業
向
け
の
保
険
契
約
の
特
約
に
つ
い
て
、金
融
庁
に
よ
る
認
可
や
届
出
を
受
け
る
必
要
が
な
い
と
し
て
き
た
こ
と
が
、

ア
ス
ベ
ス
ト
と
損
害
保
険
の
問
題
の
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

６ 

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
損
害
を
免
責
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
い
つ
の
時
点
か
ら
免
責
と
し
た
か
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す

る
賠
償
の
再
保
険
の
引
受
け
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
よ
り
将
来
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
額
、
そ
れ
に

対
す
る
損
害
保
険
会
社
の
対
応
等
、
ア
ス
ベ
ス
ト
と
損
害
保
険
の
問
題
に
つ
い
て
、
損
害
保
険
会
社
は
自
ら
積
極
的
に
公

表
・
説
明
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 
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五 

ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
お
け
る
事
業
場
名
の
公
表
に
つ
い
て 

１ 
政
府
は
、
二
〇
〇
四
年
度
ま
で
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
労
働
災
害
認
定
八
百
六
十
件
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
事
業

場
名
を
公
表
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
五
年
度
の
同
認
定
七
百
二
十
二
件
、
二
〇
〇
六
年
度
の
同
認
定
千
七
百
九

十
六
件
に
つ
い
て
は
、
事
業
場
名
を
公
表
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
二
〇
〇
四
年
度
ま
で
は
事
業
場
名
を
公
表
し
な
が
ら
、

二
〇
〇
五
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
公
表
し
て
い
な
い
の
か
。
か
つ
て
政
府
が
事
業
場
名
の
公
表
に
つ
い
て
「
広
く
国
民
に

提
供
す
る
こ
と
が
重
要
」
と
説
明
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
合
理
的
か
つ
具
体
的
な
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

２ 

事
業
場
名
の
公
表
は
、
か
つ
て
政
府
が
説
明
し
て
い
た
と
お
り
「
対
象
事
業
場
で
こ
れ
ま
で
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
が

あ
る
方
に
対
し
、
石
綿
ば
く
露
作
業
に
従
事
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
注
意
喚
起
」
で
き
、「
周
辺
住
民
と
な
る
か
否
か

の
確
認
に
役
立
」
ち
、
か
つ
「
関
係
省
庁
及
び
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
石
綿
被
害
対
策
の
取
組
み
に
役
立
」
つ
の
で

は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

３ 

政
府
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
労
働
災
害
認
定
し
た
事
業
場
名
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
公
表

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

右
質
問
す
る
。 


